
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

新富町では、第三者のなりすましなどによる個人情報の不正取得を防止 

するため、４月１日から本人確認をおこなう窓口を広げます。 
 
※３月３１日までの間は試行期間として本人確認を行います。 

 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24年 2月 10日発行  
（次号の発行は 2月 24日です。） 
お知らせ版に関する問い合せは、まちおこし政策課へ 

（担当：嶋
し ま

末
すえ

 剛
ご う

 33-6012） 

http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/ 
お知らせ版は、ホームページからダウンロード 
できます。 
 

お知らせ版 No.2 

 
役場での各種届出・証明交付の際、 

 
窓口で本人確認を行います。 

お手数をお掛けしますが役場での手続きの際には、お手元に下記の『本人確認書類』 

を準備いただき、ご提示くださいますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

町民こども課 税 務 課   福 祉 課  いきいき健康課 

農業委員会   都市建設課 環境水道課 
 

 

本人確認を行う窓口 

本人確認の方法 

次の①②のどちらかの方法により確認いたします。 

 
①下記の書類のうち、いずれか 1 点を

ご提示ください。 
 

・運転免許証 

・パスポート 

・住民基本台帳カード(写真付き) 

・国または地方公共団体が発行した 

身分証明書（写真付き） 

・その他これらに準じる確認書類 

 

 
②下記の書類のうち、いずれか 2点をご

提示ください。 
 

・健康保険証 

・介護保険被保険者証 

・後期高齢者医療被保険者証 

・住民基本台帳カード(写真なし) 

・年金手帳   ・年金証書  
・申請書等に押印した実印の新富町 
印鑑登録カード 
 

本人確認ができる書類がない場合は、各担当窓口へお尋ねください。 




